
 

三田市個人情報保護条例新旧対照表 

現行 改正案 

第1条 省略 第1条 省略 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。 

 (1)～(4) 省略  (1)～(4) 省略 
(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定
する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政
法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地
方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及
び事業を営む個人をいう。 

(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関す
る法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をい
う。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人
法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。 

以下省略 以下省略 

 
 
 


